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１． はじめに 

(１) 計画策定の趣旨 

吉野川市(以下「本市」という)では、鉄道(JR徳島線)、路線バス(徳島バス鴨島線)、吉野川

市代替バスといった公共交通が通勤・通学等の市民の日常の移動手段として運行されてき

ました。しかし、利用者数の減少や運転手不足、運行コストの増加などにより、これらの公共

交通を現状のまま維持することが年々困難になっており、地域公共交通の確保・維持が喫緊

の課題となっています。 

一方で、本市では長年にわたり、自家用車を中心とした移動形態が定着し、通勤・通学や買

物など日常の多くの場面でクルマに依存する社会構造が形成されてきました。そのような自

家用車依存の環境が固定化したまま、人口減少や少子高齢化が急速に進行しており、運転が

困難となる高齢者や免許を保有しない若年層など、自家用車以外の移動手段を必要とする

層が拡大しつつあります。 

このような状況の中、令和2年6月に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」が改

正され、従来の公共交通サービスの改善に加え、自家用有償旅客運送・福祉輸送など地域の

多様な輸送資源を総動員して地域の移動ニーズに対応し、持続可能な地域旅客運送サービ

スの提供を確保するための方向性が示されました。 

また、徳島県においても「徳島県地域公共交通計画」（令和4年7月）が策定され、「県内の

様々な地域において、最適化された多様な移動手段が連携し、利便性向上と利用促進の好

循環が生みだす、持続可能な公共交通ネットワークの実現」を基本方針に、「１．公共交通の最

適化」、「２．利便性の向上」、「３．利用促進」の3つの目標を掲げ、目標達成に向けた事業が進

められています。 

これらの流れを踏まえ、いつまでも安心して暮らせるまちの実現に向け、吉野川市民の生

活における移動を支える持続可能な公共交通の構築をめざして、「吉野川市地域公共交通計

画」を策定するものです。 

 

(２) 計画策定の意義 

地域公共交通計画とは、「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明らかにす

る「マスタープラン」としての役割を果たすものです。本計画は、国が示す「地域公共交通の活

性化及び再生の推進に関する基本方針」を踏まえ、地方公共団体が交通事業者や関係団体、

地域住民等と協議を重ねながら策定するものであり、法に基づく協議会の場も活用しつつ、

市に関わる多様な主体の意見を反映しながら作成するものです。 

計画の検討にあたっては、路線バスやタクシーなど既存の公共交通サービスの活用を基本

としつつ、必要に応じて自家用有償旅客運送、スクールバス、福祉輸送、病院や商業施設等の

送迎サービス、物流との連携など、地域に存在する幅広い移動資源を取り入れ、持続可能な

地域交通サービスの確保を図ることが求められています。また、キャッシュレス決済の導入や

デジタル技術の活用、MaaS、AIによる配車管理、自動運転など、新たな技術の導入による

利便性の向上や生産性の改善も重要となります。これらの取組により、高齢者のみならず、

市内外の多様な利用者にとって利用しやすい交通環境の整備が求められています。   
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(３) 計画の概要 

１）計画の区域 

本計画の対象区域は、吉野川市全域とします。 

 

２）計画の期間 

本計画の期間は、上位計画である現行の都市計画マスタープランの中間目標年度である

令和15年度に合わせて見直しを行うこととし、令和8年4月から令和１５年３月とします。 

 

３）計画の位置づけ 

本計画は、「第3期吉野川市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（令和7年3月）や「吉野川市

都市計画マスタープラン」（令和5年7月）を上位計画とし、「吉野川市立地適正化計画」（令和

5年4月）などの関連計画と整合・連携を図りながら策定するものです。 

 

上位計画 

都市分野の計画 

 

各分野の計画 

 

即す 即す

吉野川市都市計画 

マスタープラン 

吉野川市地域公共交通計画 

連携・整合 

吉野川市公共施設等総合管理計画 

第 2 期吉野川市地域福祉計画 

吉野川市環境基本計画 
連携 

・ 
整合 

吉野川市立地適正化計画 

 

【徳島県の計画】 

・  

・次世代地域公共交通ビジョン 

・徳島県地域公共交通計画 

【吉野川市の計画】 

・第３期吉野川市まち・ひと・しごと創生

総合戦略 

吉野川市第７期障がい福祉計画 
第３期障がい児福祉計画 
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２． 上位関連計画 

(１) 吉野川市の上位関連計画 

１）第３期吉野川市まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和 7 年 3 月策定） 

「第３期吉野川市まち・ひと・しごと創生総合戦略」においては、高齢者等の交通弱者の移

動手段確保と地域公共交通計画の策定が具体的な施策として掲げられています。 

 

基 本 方 針 

 
具 体 的 な 施 策 の 展 開 
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２）吉野川市都市計画マスタープラン（令和 5 年 7 月策定） 

「吉野川市都市計画マスタープラン」では、コンパクトシティ・プラス・ネットワークのま

ちの実現を支える交通体系として、鴨島駅周辺を中心とする拠点と各地域の生活拠点を結

ぶ公共交通ネットワークの形成をめざしています。 

また、少子高齢化が進む中で公共交通の役割が高まることから、本市の特性や市民ニー

ズ等を踏まえて、持続可能な公共交通を検討することとしています。 

 

将 来 都 市 構 造 

 
道 路 ・ 公 共 交 通 の 整 備 方 針 
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３）吉野川市立地適正化計画（令和 5 年 4 月策定） 

「吉野川市立地適正化計画」では、基本方針の１つに「歩いて暮らせるネットワークづくり」

を掲げ、地域公共交通の確保と、中心市街地を南北に結ぶ新たな公共交通の構築を図ること

としています。 

 

基 本 的 な 方 針 

 
 

ま ち づ く り の 基 本 方 針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誘 導 施 策 
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(２) 徳島県の上位関連計画 

１）徳島東部都市計画区域マスタープラン（令和 5 年 3 月策定） 

「徳島東部都市計画区域マスタープラン」において、本市は広域拠点である徳島市に次い

で都市機能が集積する「副次拠点」に位置付けられています。 

鉄道やバス等の公共交通については、交通結節点の整備や乗り継ぎネットワークの構築

によるモーダルミックスの推進、つなぐシステム（MaaS）の実装等による公共交通のシー

ムレス化の推進など、「公共交通の最適化」、「利便性の向上」、「利用促進」に取り組

み、まちづくりと連携した公共交通ネットワークの形成を図ることとしています。 

 

整 備 方 針 図 （ 交 通 施 設 ） 

○鉄道：さらに輸送機能向上のため高速化を図る。 

○その他：公共交通の利用促進に向け、交通管理システムやバス専用レーン等の維持・活用、パ

ークアンドライドの充実化や駐車場、自転車駐輪場の整備等を促進する。   
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２）次世代地域公共交通ビジョン（令和元年 12 月策定） 

「次世代地域公共交通ビジョン」では、「公共交通の最適化」「利便性の向上」「利用促進」を

３つの柱に位置づけ、徳島ならではの「革新的な公共交通ネットワーク」の構築に向け、多

様な担い手によるモーダルミックスを中心に、まちづくりと連携した公共交通ネットワー

クを形成し、利用者の増加につながる好循環の創出をめざしています。 

市町村の役割としては、地域にとって最適な地域公共交通の確保に向けた仕組みづくり

や計画策定、地域住民の生活の足を守ること、住民や学校、交通事業者と連携してまちづ

くりと一体的な取組を推進すること、駅やバス停周辺の駐車場やトイレ整備など、利用し

やすい環境づくりを進めることが求められています。 

 

ビ ジ ョ ン に 基 づ く 再 編 イ メ ー ジ 
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３）徳島県地域公共交通計画（令和 7 年 6 月改訂） 

「徳島県地域公共交通計画」は、次世代地域公共交通ビジョンで示されている「持続可能な

公共交通ネットワークの構築」を目的として、特に、県民にとって一番身近な移動手段である

「幹線系統バス」に主眼を置き、策定された計画です。 

 

計 画 の 目 標 
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３． 地域公共交通を取り巻く現状 

(１) 吉野川市の地域概況 

１）人口動向 

今後、老年人口が生産年齢人口を上回る、高齢社会を迎えようとしています。 

 本市の人口は、平成12（2000）年以降、減少が続いており、国立社会保障・人口問題

研究所（以下、社人研）による人口推計では、令和7（2025）年以降も減少傾向が続き、

令和22（2040）年には3万人を下回り27,720人になると推計されています。 

 年齢三区分別の人口割合をみると、年少人口割合は平成12（2000）年の13.6％か

ら減少が続き、令和7（2025）年には10％を下回り令和22（2040）年には7.4％に

なる予測となっています。 

 老年人口割合は平成12（2000）年から令和22（2040）年にかけて、25.5％から

46.6％に増加し、令和22（2040）年には生産年齢人口割合を上回り、少子高齢化

がさらに進むことが予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 年齢三区分別人口の推移（実績値・推計値） 

出典：国勢調査、社人研   
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２）高齢世帯の推移 

高齢世帯が増加し、その中でも一人暮らしの高齢者の単独世帯が特に増加しています。 

 「65歳以上がいる世帯」は、世帯数・総世帯に対する割合ともに増加が続いています。

世帯数は7,508世帯から8,955世帯となり約1.2倍に増加、総世帯に対する割合は

50.0％から58.0％に増加し、高齢者がいる世帯が6割近くとなっています。 

 「65歳以上のみの世帯」では、夫婦世帯・単独世帯ともに増加傾向にありますが、特に

単独世帯割合が夫婦世帯割合を上回り27.3％まで増加しています。 

 

図 65 歳以上がいる世帯の推移 

出典：国土数値情報 

 

図 65 歳以上のみ世帯の推移 

出典：国土数値情報 
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３）人口分布 

市域全体で人口減少が進み、鴨島駅周辺に人口が集積する見込みです。 

 現在（令和2年度時点）は、JR鴨島駅周辺に比較的人口が集積しています。また、西麻

植駅・阿波川島駅・山瀬駅・阿波山川駅・川田駅周辺にも人口が集中している状況です。 

 将来（令和32年推計）は、鴨島駅周辺の居住誘導区域に人口が集積し、その他の殆ど

の地域の人口密度は2,000人/kｍ２以下に減少することが予測されています。 

 

図 100ｍメッシュ人口（R2） 

出典：国勢調査 

 

図 100ｍメッシュ人口（R32） 

出典：社人研
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４）施設立地状況 

主要施設の大部分は公共交通沿線に立地しています。 

 本市の買物、通院、通学などの主なお出かけ先となる施設の立地状況を見ると、鴨島

駅周辺に集積しています。 

 その他の地域でも、JR駅の徒歩圏内に大半の施設が立地している状況です。 

 

図 主要施設の立地状況 

出典：国土数値情報 

５）通勤・通学の利用交通手段 

市民の交通手段は自家用車に依存している状況です。 

 本市在住者が通勤・通学のために利用している交通手段は、市内・市外への通勤・通学

ともに「自家用車」の利用が9割近くあり、通勤・通学手段の多くを占めています。 

 
図 通勤・通学の利用交通手段 

出典：令和2年国勢調査 
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６）通勤・通学先 

通勤・通学での徳島市への流出が多い状況です。 

 市外との往来は、徳島市、阿波市、石井町、美馬市との間が活発です。 

 徳島市との往来は、通勤・通学ともに流出数が流入数を超過しています。 

図 吉野川市の通勤流出入 

出典：令和2年国勢調査 

 

 

図 吉野川市の通学流出入 

出典：令和２年国勢調査   
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(２) 地域公共交通の現状 

１）鉄道路線網 

徳島方面・三好方面への広域連携軸としてJR徳島線が運行しています。 

 本市の鉄道は、JR徳島線が東西を横断し、東は徳島市方面、西は三好市方面へ接続し

ています。 

 駅数は8駅を有し、市街地に位置し年間の乗降者数が50万人を超える鴨島駅や、全

国から合格祈願者が訪れる学駅などがあります。 

 

図 JR 徳島線年間乗降客数（令和 6 年度） 
出典：事業者提供データ 
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 鉄道駅の運行本数は、鴨島駅で徳島方面・阿波池田方面ともに1日あたりの総発車本

数が30本を超えています。平日の徳島方面行きに限定すると、牛島駅・麻植塚駅・西

麻植駅・阿波川島駅でも1日あたりの総発車本数が30本を超えています。 

 １時間あたりの平均発車本数は、いずれの曜日・駅でも２本未満となっています。 

 

表 鉄道駅別の運行本数（令和 7 年 9 月現在） 

駅名 方面 

平日 土日祝 

総発車本数

（本） 

1 時間あた

り平均発車

本数 

（本／時） 

総発車本数

（本） 

1 時間あた

り平均発車

本数 

（本／時） 

牛島駅 
徳島方面 30 1.76 29 1.71 

阿波池田方面 29 1.71 28 1.65 

麻植塚駅 
徳島方面 30 1.76 29 1.71 

阿波池田方面 29 1.71 28 1.65 

鴨島駅 
徳島方面 33 1.94 32 1.88 

阿波池田方面 33 1.94 32 1.88 

西麻植駅 
徳島方面 30 1.76 29 1.71 

阿波池田方面 29 1.71 28 1.65 

阿波川島駅 
徳島方面 33 1.94 32 1.88 

阿波池田方面 25 1.47 24 1.41 

学駅 
徳島方面 21 1.24 20 1.18 

阿波池田方面 21 1.24 20 1.18 

山瀬駅 
徳島方面 21 1.24 20 1.18 

阿波池田方面 21 1.24 20 1.18 

阿波山川駅 
徳島方面 24 1.41 23 1.35 

阿波池田方面 25 1.47 24 1.41 

川田駅 
徳島方面 21 1.24 20 1.18 

阿波池田方面 21 1.24 20 1.18 

出典：交通事業者HP 

  



16 

２）鉄道利用者数の推移 

鉄道の利用者数は年々減少傾向にあります。 

 年間乗降者数は、平成27（2015）年度をピークに減少傾向にあり、令和2（2020）

年度には約1,477千人と前年度から約-403千人と大きく減少しています。 

 新型コロナウイルス感染症の影響と考えられ、その後、徐々に乗降者数が増加し回復

傾向にあるものの、令和６（2024）年度で1,542千人とコロナ前の水準には戻って

いません。 

 

図 駅別年間乗降者数 

出典：事業者提供データ 
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３）バス路線網 

吉野川市内では、バス路線が２路線運行中です。 

 バス路線網は、徳島バスが運行する鴨島線、吉野川市が運行する阿波山川駅から南部

に接続する吉野川市代替バスがあります。 

 鴨島線は市街地の鴨島駅・西麻植駅から徳島駅を繋ぎ、都市部を結ぶ路線として活用

され、吉野川市代替バスは西部の市民の生活を支える路線となっています。 

 
図 バス路線 

出典：事業者HP・国土数値情報   
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４）徳島バス 

路線バスの利用者数は年々減少傾向にあります。 

 徳島バス鴨島線の年間乗降人員は、平均運行回数・系統の減少及び新型コロナウイル

ス感染症の影響で減少傾向にありましたが、令和6（2024）年度には増加しました。 

 
 

鴨島線 輸送人員 
平均 

運行回数 
備考 

平成 27 年度 235,518 18.5 回 川島と西麻植と高原経由の系統 3 系統 

平成 28 年度 189,566 17.9 回 川島と西麻植の系統 2 系統と高原経由西麻植行き半年分 

平成 29 年度 103,650 13.3 回 川島と西麻植の系統 2 系統 

平成 30 年度 83,968 12.3 回 川島と西麻植の系統 2 系統 

令和元年度 83,481 12.3 回 川島と西麻植の系統 2 系統 

令和 2 年度 52,171 10.2 回 西麻植１系統 

令和 3 年度 44,473 10.2 回 西麻植１系統 

令和 4 年度 45,703 10.3 回 西麻植１系統 

令和 5 年度 42,747 9.6 回 西麻植１系統 

令和 6 年度 58,976 9.6 回 西麻植１系統 

図・表 徳島バス（吉野川市内のバス停留所）年間乗降人員の推移 

出典：事業者提供データ 

 

表 徳島バスの運行本数（令和 8 年 1 月現在） 

路線名 運行内容 平日 土日祝 

鴨島線（徳島バス） 
鴨島営業所 － 徳島駅前 10 9 

徳島駅前 － 鴨島営業所 11 9 

出典：吉野川市・徳島バス HP
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 鴨島線の停留所別の1日あたりの乗降者数は、乗車数では鴨島営業所の利用が8.25

人と多く、降車数では鴨島営業所・鴨島駅前の利用が4.55人と多くなっています。 

 

  

 

図 令和 6 年度 徳島バス鴨島線停留所別１日あたり乗降者数（2025 年 3 月（平日）データ） 

出典：国土数値情報、事業者提供データ

鴨島線の 1 日あたりの乗車数 

鴨島線の 1 日あたりの降車数 
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５）吉野川市代替バス 

吉野川市代替バスの利用者数はコロナ禍より回復しましたが、依然低迷しています。 

 吉野川市代替バスの年間乗降人員は、平成29（2017）年度まで増加傾向にありまし

たが、令和元（2019）年度には減少に転じ、令和3（2021）年度からは緩やかな回復

傾向にあります。 

 

図 吉野川市代替バス年間乗降人員の推移 

出典：吉野川市 

 

表 吉野川市代替バスの運行本数（令和 7 年９月現在） 

路線名 運行内容 平日 土日祝 

山川駅・奥丸間循環線 

（吉野川市 代替バス） 

山川駅－奥丸－山川駅（天神回り） 4 4 

山川駅－奥丸－山川駅（宮倉回り） 4 4 

出典：吉野川市 
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６）公共交通カバー率 

市民の約半数が公共交通の徒歩圏外に居住しています。 

 公共交通の一般的なカバー圏とされる、鉄道駅から半径800m、バス停から半径

300m以内のエリアは下図のように分布しています。この圏内に住む人口は20,955

人で、吉野川市人口の54.0％となっており、公共交通が人口の半数以上をカバーし

ています。 

 

項 目 令和 2 年（国勢調査データ） 

公共交通カバー圏内 20,955 人

吉野川市全域 38,772 人

カバー率 54.0％

※GIS により算出 

 
図 吉野川市の人口分布と公共交通カバー圏域 

出典：国土数値情報、令和2年国勢調査、吉野川市   
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居住誘導区域である呉郷団地が公共交通空白地域になっています。 

 吉野川市立地適正化計画において、居住誘導区域に設定されている呉郷団地は、現

在公共交通空白地域となっています。 

 立地適正化計画では、中心市街地の南北をつなぐ公共交通がないため、鴨島駅周辺

と呉郷団地を結ぶ新たな公共交通の構築を図ることを誘導施策に掲げています。 

 

 

図 居住誘導区域周辺の状況 

出典：国土数値情報 
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７）財政状況 

公共交通に関係する財政負担は年々増加しています。 

 本市の公共交通財政負担額は令和6（2024）年度で32,835千円であり、年々増加

傾向にあります。 

 本市の歳出のうち、公共交通財政負担額の占める割合は0.16％未満ですが、令和2

（2020）年度以降増加を続け、令和6（2024）年度には令和2（2020）年度の約1.8

倍になっています。 

 

図 公共交通財政負担額 

出典：吉野川市   
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(３) 市民・利用者の意識 

１）公共交通の利用頻度 

鉄道・路線バスいずれも、市民の利用頻度は低い状況です。 

 鉄道（JR）の利用頻度は、「利用しない」が最も高く44.3%、次いで「年に数回」が

26.2%と高くなっています。89.0％が年に数回以下しか利用していません。 

 徳島バスの利用頻度は、「利用しない」が最も高く78.4%、次いで「それ以下」が

12.1%と高くなっています。週に１回以上利用している割合はわずか0.7%にとどま

っています。 

 吉野川市代替バスの利用頻度は、「利用しない」が最も高く95.1%、次いで「それ以下」

が3.5%と高くなっています。 

 

 

 

 

図 公共交通の利用頻度 

出典：市民アンケート調査（R７実施）   
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クルマ社会が定着しているため、公共交通の利用が少なくなっています。 

 鉄道（JR）の利用頻度が少ない主な理由は、「別の方法で移動する」が最も高く

59.4%、次いで「運行本数が少ない」が36.6%と高くなっています。 

 徳島バスは、「別の方法で移動する」が最も高く54.9%、次いで「自宅や目的地の近く

にバス停がない・バスが通っていない」が43.8%と高くなっています。 

 吉野川市代替バスは、「別の方法で移動する」が最も高く 56.5%、次いで「自宅や目

的地の近くにバス停がない・バスが通っていない」が 28.8%と高くなっています。 

 

 

 

図 公共交通の利用が少ない理由 

出典：市民アンケート調査（R７実施） 
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２）路線バスの利用実態 

徳島バス鴨島線利用者の多くは、JR徳島線と併用していることが予想されます。 

 徳島バス鴨島線の車内において実施した利用者アンケートの結果、吉野川市民は他地

域の利用者と比較して、鴨島線を往復で利用する割合が低い傾向が確認されました。 

 要因として、JR徳島線と徳島バス鴨島線を併用している可能性が考えられ、地域住民

が並行する二つの路線を目的や状況に応じて使い分けているものと推察されます。 

 

図 アンケート回答時の往復利用の有無 

出典：バス利用者実態調査（R７実施） 

 

図 往復利用しない理由 

出典：バス利用者実態調査（R７実施） 

 
図 目的地までのバス以外の利用可能な移動手段 

出典：バス利用者実態調査（R７実施）   

71.3

61.1

77.2

40.0

11.3

22.2

8.8

17.5

16.7

14.0

60.0

0 25 50 75 100

全体（n=80）

吉野川市内（n=18）

吉野川市外（徳島県内）（n=57）

徳島県外（n=5）

往復で利用 行きのみで利用 帰りのみで利用

（％）

39.1

28.6

53.8

8.7

7.7

33.3

13.0

15.4

33.3

34.8

28.6

38.5

33.3

30.4

42.9

23.1

33.3

4.3

14.3

0 50 100 150

全体（n=23）

吉野川市内（n=7)

吉野川市外（徳島県内）

徳島県外（n=3）

時間に合う便がないから 乗り継ぎが不便だから 目的地が複数あるから 送迎してもらえるから

他の交通手段があるから 遠回りになるから その他

（％）

35.8

45.0

32.1

40.0

27.2

50.0

19.6

20.0

16.0

20.0

12.5

40.0

46.9

65.0

37.5

80.0

3.7

5.0

3.6

19.8

5.0

25.0

20.0

13.6

15.0

14.3

2.5

3.6

1.2

1.8

0 50 100 150 200 250

全体（n=81）

吉野川市内（n=20）

吉野川市外（徳島県内）

（n=56）

徳島県外（n=5）

自動車（自分で運転） 自動車（家族等の送迎） タクシー

鉄道 バイク・原付 自転車

徒歩 バス以外の移動手段はない その他

（％）



27 

４）路線バスに対する要望 

クルマ社会が定着しているため、公共交通の利用が少なくなっています。 

 バスに必要な改善は、「家の近くにバス停を設置」が最も高く43.7%、次いで「分かり

やすい路線図や時刻表の提供」が39.1%と高い。 

 バス利用者（吉野川市民）のバス利用時の問題点や改善してほしい点は、「運行本数・

ダイヤ」が最も高く33.9%、次いで「運賃」が9.4%と高い。 

 

 

図 バスをより利用しやすいものにするための改善策 

出典：市民アンケート調査（R７実施） 

 

 

図 バス利用時の問題点や改善してほしい点 

出典：バス利用者実態調査（R7実施）   
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５）新たな公共交通の導入について 

AIオンデマンド交通について、約半数が導入・利用の意向を示しています。 

 人口減少が進む地域で注目されている新技術を活用したAIオンデマンド交通につい

て、約半数が「導入するべき」と回答しています。 

 導入した場合の利用意向も約半数が利用を希望している状況です。 

 AIオンデマンド交通に重視するものは、「家の近くまで迎えにくること」が最も高く

45.3%、次いで「予約がしやすいこと」が40.4%と高くなっています。 

 

図 AI オンデマンド交通導入の必要性      図 AI オンデマンド交通の利用意向 

出典：市民アンケート調査（R７実施） 

 

 

図 AI オンデマンド交通に重視するもの 

出典：市民アンケート調査（R７実施） 
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必要

47.5%

やや必要
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5.0%
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3.0%
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n= 1,079
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極的な利用
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６）公共交通の維持について 

市民の多くは、老後の移動手段として、公共交通の維持・充実の必要性を感じています。 

 約7割が公共交通を維持し、充実することの必要性を感じています。 

 市民アンケートの自由意見では、現在は利用していないが高齢になってから利用する

ため公共交通を維持して欲しいとの要望が多数見られました。 

 公共交通の維持・充実のために協力できることは、「特にない」が最も高く39.5%、次

いで「公共交通の積極的な利用」が32.7%と高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共交通の維持・充実の必要性   図 公共交通の維持・充実のために協力できること 

出典：市民アンケート調査（R７実施） 

 

市内外の主要な施設や市の中心部へ移動しやすい公共交通が求められています。 

 「市内外の主要な施設に移動しやすい公共交通ネットワークの構築」（39.3%）や「吉

野川市中心部へ移動しやすい公共交通ネットワークの構築」が（33.3%）が求められ

ています。 

 

図 吉野川市の公共交通サービスが目指すべき方向 

出典：市民アンケート調査（R７実施） 
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(４) 交通事業者のニーズ 

交通事業者の抱える課題や行政への要望を把握するため、令和7年度に交通事業者ヒアリ

ングを実施しました。その結果を以下に整理します。 

１）鉄道事業者 

項 目 回 答 

近年の利用

状況 

・ 最も利用が多いのは鴨島駅、次いで阿波川島駅の利用が多い 

・ 直近 10 年間で利用者数は減少傾向にあり、コロナ禍以降の利用者数は若

干回復しているがコロナ禍以前の 8 割程度の利用者数に留まっている 

・ 徳島線利用者のほとんどは定期券利用者（主に学生） 

利用者意向 ・ 駅周辺のトイレ整備の要望あり 

行政に 
期待する点 

・ 駅周辺の駐輪場整備 

・ 駅前（鴨島商店街など）でのイベント開催等によるにぎわい創出 

・ 市民の利用を促進する啓発活動 

・ 人口減少に伴い学生が減ると、定期利用者数も減ってしまうので、人口を

増やすような取組にも期待している 

その他 ・ 校区制の廃止によって長距離利用の学生が増えることも期待している 

 

２）バス事業者 

項 目 回 答 

近年の利用

状況 

・ 平日は通勤・高齢者・通学利用者が大半を占めている（吉野川市内だけで

はなく鴨島線全体） 

・ 定期券利用者数はコロナ以降若干増加している 

・ 利用者の内訳は大人 62％、通学６％、小児２％、障がい者３％（徳島バスが

実施している実態調査で確認） 

利用者意向 ・ 便数や遅延に関する意見が多い 

運行上の 

課題 

・ 鴨島駅のロータリーが狭いため、大型車両が転回しづらい 

・ 路上駐車の対策が必要 

行政に 
期待する点 

・ 利用促進イベントの拡充 

・ 市のイベントと連動し、公共交通での来訪者が増えるような企画券の配布

やバス運行など 

・ ベンチを置く場合は管理もお願いしたい 

・ 徳島市が高齢者パスの適用範囲を拡大したことを契機にバスの利用者が

増えているが、そういった他都市の取組と連携していってほしい   
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３）タクシー事業者 

項 目 回 答 

近年の利用

状況 
・ 鴨島駅周辺の利用客は多く、売り上げも好調 

・ 山川、美郷地域では利用者数は少なく、高齢者の買物・通院利用が多い 

タクシーチケ

ットについて 

・ 通院等に多く利用されている 

・ 山間部ではタクシーチケットがあるからタクシーを利用しているような状況

もある 

・ 事務手続きに人的コストがかかる 

運行上の 

課題 

・ 美郷地域など遠方からの予約に時間・距離の制約から応えられない場合が

ある 

・ 車両の維持・購入コスト 

・ ドライバー不足 

行政に 
期待する点 

・ ドライバーの採用に対する補助や広報支援 

・ 車両の購入補助・燃料補助 

・ 採算が取れない予約や配車を受ける際の補助 

 

４）吉野川市代替バス 

項 目 回 答 

近年の利用

状況 

・ 車両の老朽化に伴う故障が多い 

・ 代替バスとタクシーを乗り継いで買物利用する利用者もいる 

・ 1 日の利用者数は、定期的に利用している４～５名程度 
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４． 地域公共交通が抱える課題 

 

課題１ いかに高齢者等の移動手段を確保するか 

 

問 題 点  課 題 

・老年人口割合は令和 22（2040）年には生

産年齢人口割合を上回り、少子高齢化が

さらに進行する見込み 

・自家用車での移動が主であるため、現在は

公共交通を利用しないが将来的には使い

たい・将来の移動手段に対して不安を感じ

ているといった意見が多数 

 ・人口減少・高齢化が進む中、免許返納後の

移動手段として公共交通を維持していく

必要がある 

・デジタル技術に不慣れな高齢者等にも利用

しやすい、わかりやすいサービスの検討が

必要である 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 年齢三区分別人口の推移（実績値・推計値）（再掲） 

出典：国勢調査、社人研 
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課題２ いかに公共交通の利用を促進するか 

 

問 題 点  課 題 

・コロナ禍前まで減少傾向にあった鉄道・路

線バス・タクシー（一部地域）の利用者数は

コロナ禍で大きく減少し、コロナ禍前の水

準まで回復していない 

・交通手段は自家用車に依存しており、通勤

通学の 9 割が自家用車利用 

 ・公共交通を維持していくための利用啓発が

必要である 

・公共交通を利用しない・利用したことがな

い市民が多い中、利用方法等の情報を分

かりやすく発信する必要がある 

・公共交通サービスの維持・確保のため、継

続して交通事業者と連携した取組・支援を

実施する必要がある 

 

 

 

 

図 公共交通の利用頻度 

出典：市民アンケート調査（R７実施）   
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課題３ いかに交通不便地域を解消し、地域の実情に応じた交通体系を構築するか 

 

問 題 点  課 題 

・公共交通カバー率は 54.0％であり、市の

人口の 4 割以上が駅やバス停の徒歩圏外

に居住している 

・若年層と高齢者、山間部の地域で移動不便

者が多い 

 ・利用者数が少なく、車両の老朽化が進む吉

野川市代替バスの今後のあり方について

検討する必要がある 

・交通不便地域に住む市民も必要な移動が

できるように需要に応じた適切な交通体

系を検討する必要がある 

・増加する財政負担を考慮した最適な交通体

系を検討する必要がある 

 

 

 

 

 

図 外出時に移動手段がなくて困ることがあるか 

出典：市民アンケート調査（R７実施） 
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課題４ いかに地域や施設、まちづくりとの連携を進めるか 

 

問 題 点  課 題 

・行政にはにぎわい創出などのまちづくりの

視点から公共交通利用者を増やす取組が

求められる 

・吉野川市都市計画マスタープランでは、鴨

島駅周辺を中心とする拠点と各地域の生

活拠点を結ぶ公共交通ネットワークの形

成等による連携強化を図り、だれもが移

動しやすく、歩いて暮らせるまちづくりを

目指している 

・公共交通事業者の運転手不足が顕著な問

題となっており、事業者や地域と連携した

支援が求められる 

 ・地域や他分野と連携し、継続的に公共交通

を支えていく必要がある 

・立地適正化計画等のまちづくりの計画と連

携し、拠点間を結ぶ交通ネットワークの構

築が必要である 

 

 

 

図 道路・公共交通の整備方針図 

出典：吉野川市都市計画マスタープラン 
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５． 計画の基本方針・目標・評価指標 

(１) 基本方針と目標 

本市の公共交通における課題を踏まえ、本計画における基本方針と目標を以下のとおり

整理します。 

基本方針１ 誰もが自由に移動できる環境の確保 

目標① 地域公共交通の運行維持・改善 

目標② 地域公共交通の利便性向上 

目標③ 交通不便地域の市民に対する適切な支援 

 

基本方針２ まちづくりと連携した公共交通ネットワークの構築 

目標① 他分野と連携した利便性向上・利用促進策の検討 

目標② コンパクトプラスネットワークを実現する交通ネットワークの構築 

 

基本方針３ 持続可能な公共交通の実現 

目標① 公共交通を利用する意識の醸成 

目標② 事業者と連携した取組・支援策の実施 

目標③ 人手不足に対応する交通DXの推進 

目標④ 地球環境に配慮した交通GXの推進 

(２) 課題と基本方針の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題１ 

いかに高齢者等の 

移動手段を確保するか 

課題２ 

いかに公共交通の 

利用を促進するか 

課題３ 

いかに交通不便地域を解消し、 
地域の実情に応じた 

交通体系を構築するか 

課題４ 

いかに地域や施設、 

まちづくりとの連携を進めるか 

基本方針２ 

まちづくりと連携した公共交通ネットワークの構築 

基本方針３ 

持続可能な公共交通の実現 

目標① 地域公共交通の運行維持・改善 

目標② 地域公共交通の利便性向上 

目標③ 交通不便地域の市民に対する適切な支援 

目標① 他分野と連携した利便性向上・利用促進策の検討 

目標② コンパクトプラスネットワークを実現する 

交通ネットワークの構築 

目標① 公共交通を利用する意識の醸成 

目標② 事業者と連携した取組・支援策の実施 

目標③ 人手不足に対応する交通DXの推進 

目標④ 地球環境に配慮した交通GXの推進 

基本方針１ 

誰もが自由に移動できる環境の確保 



37 

(３) 将来の公共交通ネットワーク 

上位関連計画における方向性や市民の生活実態、公共交通の利用実態を踏まえ、本市が

目指す将来の公共交通ネットワークを以下に示します。 

 

図 将来ネットワーク図 

(４) 計画に位置付ける公共交通 

本計画に位置付ける公共交通について、各公共交通機関の特性を踏まえ、以下のとおり整

理します。 

 

区 分 路 線 役 割 確保・維持の方針 

幹線系統 

（広域連携軸） 

・JR徳島線 

・徳島バス鴨島線 

都市拠点（鴨島駅周

辺）から市外への広域

交通を担う。 

交通事業者と協議の上、

一定以上の運行水準を確

保する。 

支線系統 

（地域交流軸） 

・吉野川市代替バス 

・呉郷団地～鴨島駅間

を結ぶ路線（新路線） 

・西麻植駅～吉野川医

療センター間を結ぶ

路線（新路線） 

市内を運行し、軸とな

る幹線に接続する。 

地域公共交通確保維持事

業（フィーダー補助）を活

用し、持続可能な運行を目

指す。 

補完交通 

・タクシー 

・新たな公共交通 

 （今後検討） 

上記のサービスが行

き届かない需要をカ

バーする。 

地域、事業者と連携し、一

定 以上 の需 要 を確 保す

る。 
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(５) 地域公共交通確保維持事業について 

本市では、一部の路線に対して地域公共交通の維持に対する国の支援事業である「地域公

共交通確保維持事業」の活用を検討しています。 

補助事業の活用にあたって、事業の必要性を以下に整理します。 

 

１）地域内フィーダー系統補助 

①吉野川市代替バス 

支線系統に位置付けている「吉野川市代替バス」は、美郷地域の住民にとって買い物や地

域の拠点へ繋がる鉄道駅への移動に必要な移動手段としての役割を担っています。また、幹

線系統への乗り継ぎによる市外への広域移動も可能となっており、山間部の住民にとって欠

くことのできない重要な路線です。 

一方で、自治体や交通事業者の運営努力だけでは路線の維持が困難であり、地域公共交

通確保維持事業により運行を確保・維持する必要があります。 

 

②呉郷団地～鴨島駅間を結ぶ路線 

本路線は、吉野川市立地適正化計画において位置づけられた、今後運行を検討する路線

であり、居住誘導区域である呉郷団地と居住誘導区域・都市機能誘導区域である鴨島駅周

辺を結び、拠点へつなげるために必要な路線となっています。 

一方で、自治体や交通事業者だけでは路線確保が困難であり、地域公共交通確保維持事

業により運行を確保する必要があります。 

 

③西麻植駅～吉野川医療センター間を結ぶ路線 

本市の主たる医療機関である吉野川医療センターと最寄り駅である西麻植駅の間に公共

交通機関がなく、市民はもちろんのこと市外からの来訪者にとっても必要性の高い路線です。 

一方で、自治体や交通事業者だけでは路線確保が困難であり、地域公共交通確保維持事

業により運行を確保する必要があります。 

 

２）車両購入に係る補助 

吉野川市代替バスの車両は、老朽化が深刻な問題となっており、安全な輸送を確保するた

め、車両を購入する必要があります。 

また、新たな路線の運行時にも車両の確保が必要不可欠です。   
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(６) 評価指標 

本計画の達成状況を評価するため、また基本方針の実現に向けて取り組む公共交通施策

の成果を評価するため、評価指標と目標値を以下のとおり設定します。 

また、モニタリング指標として、JR徳島線、徳島バス鴨島線、吉野川市代替バスの利用者数

とモビリティマネジメントの取組（乗り方教室や情報発信などの取組）の実施回数を毎年調査

し、評価指標と合わせて報告することとします。 

 

表 評価指標一覧 

基本方針 評価指標 基準値 目標値 

１ 

誰もが自由に

移動できる環

境の確保 

①公共交通人口カバー率 
54.0％ 

（R7 年度） 

基準値以上 

（R15 年度） 

②市民の日常の移動に対する満足

度 

60.9% 

（R7 年度） 

基準値以上 

（R1５年度） 

２ 

まちづくりと

連携した公共

交通ネットワ

ークの構築 

③鴨島駅における鉄道・バスの乗

降者数 

JR 

563,560 人 

（R６年度） 

JR 

455,900 人 

（R15 年度） 

徳島バス 

3,003 人 

（R6 年度） 

徳島バス 

2,400 人 

（R15 年度） 

３ 
持続可能な公

共交通の実現 

④公共交通に対する市民一人あた

りの公的資金の投入額（★） 

881 円/人 

（R６年度） 

1,150 円/人 

（R15 年度） 

⑤吉野川市代替バスの収支率（★）
7.51% 

（R6 年度） 

8.0％ 

（R15 年度） 

モニタリング指標 

市内公共交通の利用者数（★） 

JR：1,541,760 人 

（R6 年度） 

徳島バス：58,976 人 

（R6 年度） 

吉野川市代替バス：1,551 人 

（R6 年度） 

モビリティマネジメントの実施回数 ― 

★：国土交通省が定める標準指標（原則全ての計画において設定するように努める指標）   
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評価指標① 公共交通人口カバー率 

目 標 設 定

の考え方 

〇本市の公共交通人口カバー率（鉄道駅半径 800ｍ、バス停半径 300m 圏内

に居住する人口）は、令和 2 年国勢調査における本市の人口に対し、54.0％

（R7 現在）となっており、新たな移動手段の確保等による交通不便地域の解

消をめざし、基準値以上を目標値とします。 

〇路線の再編や新たな交通サービスの導入等により、公共交通サービスの提供

範囲に変更がある場合は、公共交通カバー圏域の定義を見直すこととしま

す。 

算 出 方 法 
国勢調査における本市の人口に対する、鉄道駅 800ｍ圏内、バス停 300m 圏

内の地域に居住する人口の割合 

基 準 値 54.0%  令和７年度実績値 

目 標 値 基準値以上 令和１５年度実績値 

使用データ 国勢調査 

評 価 時 期 令和１５年度 

 

評価指標② 市民の日常の移動に対する満足度 

目 標 設 定

の考え方 

〇市民アンケート調査において、日常の移動に対する満足度を「満足」

（34.0%）もしくは「やや満足」（26.9％）と回答している割合を維持します。 

〇現在は自家用車で移動できているため、満足度が高くなっていることを考慮

し、高齢化が進行した将来も同程度の満足度を維持することを目標とします。

算 出 方 法 
市民アンケートで「日常の移動に対する満足度」を「満足」「やや満足」と答えた割

合 

基 準 値 60.9%  令和７年度実績値 

目 標 値 基準値以上 令和１５年度実績値 

使用データ 市民アンケート調査 

評 価 時 期 令和 15 年度 
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評価指標③ 鴨島駅における鉄道・バスの乗降者数 

目 標 設 定

の考え方 

〇コンパクトプラスネットワークの考え方に基づき、評価指標として、地域の中

心駅であるJR 鴨島駅における鉄道の乗降者数及び当該駅前に位置するバス

停の乗降者数を設定します。 

〇目標値の設定にあたっては、基準年における実績値を基準値とし、将来の人

口動向を考慮して設定します。具体的には、国立社会保障・人口問題研究所

（社人研）が公表している将来人口推計を基礎資料として用いて 2030 年及

び2035年の推計値を基に、年次間の変化を考慮し、線形補間により2033

年の推計人口を算出し、31,364.2 人としました（2030 年：32,929 人、

2035 年：30,321 人）。 

〇以上より、現状の 38,722 人（令和２年国勢調査データ）から 19.1%の減少

が予想されており、基準値に対して 19.1%減を目標値として設定します。 

算 出 方 法 
JR：鴨島駅の乗降者数 

徳島バス：鴨島駅前の乗降者数 

基 準 値 
JR：563,560 人 令和６年度実績値 

徳島バス：3,003 人 令和６年度実績値 

目 標 値 
JR：455,900 人 令和１５年度実績値 

徳島バス：2,400 人 令和１５年度実績値 

使用データ 交通事業者提供データ 

評 価 時 期 毎年確認する 
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評価指標④ 公共交通に対する市民一人あたりの公的資金の投入額 

目 標 設 定

の考え方 

〇人口減少が進行する中、公共交通のサービス水準を現状のまま維持した場

合、一人あたりの公的資金投入額の増加が見込まれます。本計画では、利用

促進策と効率的なサービス提供により、一人あたりの公的資金投入額の急増

を抑制しつつ、現状程度のサービス水準を維持することを目標とし、これを評

価指標に設定します。 

〇基準値は、令和 6 年度の公共交通財政負担額を、住民基本台帳における令和

7 年 4 月 1 日時点の人口で除して算出しました。 

〇現状の公的資金投入額を維持した場合（増便予定のスクールバス事業費を含

む）における将来推計人口で除した一人あたりの公的資金投入額が 1,174

円となることから、目標値を 1,150 円/人とします。 

算 出 方 法 

算出式：（吉野川市の公共交通財政負担額）÷（吉野川市の人口） 

吉野川市の財政負担額： 

・吉野川市が実施する公共交通財政負担額の合計 

吉野川市の人口 

・住民基本台帳に基づく吉野川市の人口 

基 準 値 881 円/人 令和６年度実績値 

目 標 値 1,150 円/人 令和１５年度実績値 

使用データ 市保有データ、住民基本台帳の人口データ 

評 価 時 期 毎年進捗状況を確認する 

 

評価指標⑤ 吉野川市代替バスの収支率 

目 標 設 定

の考え方 

〇吉野市代替バスの収支率（運賃収入/委託料）は令和 6 年度時点で 7.51%と

なっています。 

〇運行内容の改善により、利用促進や運行効率の向上を図ることで収支率の向

上を目指します。 

算 出 方 法 吉野川市代替バスの収支率 算出式：（委託料）÷（運賃収入） 

基 準 値 7.51%  令和６年度実績値 

目 標 値 8.0%  令和１５年度実績値 

使用データ 市保有データ 

評 価 時 期 毎年進捗状況を確認する 
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６． 目標達成に向けた施策 

(１) 目標達成の方向性・施策 

本計画の掲げる基本方針を達成するための方向性を以下のとおり整理しました。なお、施

策の整理にあたっては、基本方針ごとの目標について、それぞれ「目標達成の方向性」を検討

の上、目標の特性に合わせて設定しています。 

 

基本方針１ 誰もが自由に移動できる環境の確保 

目標① 地域公共交通の運行維持・改善 

目標達成の方向性 施策 

運転手不足や利用者減により厳しい状況下に

ある地域公共交通の維持と収支改善を図るた

め、利用増を目指す取組を行う 

①交通事業者に対する継続的な支援の実施 

②公共交通の最適化 

 

目標② 地域公共交通の利便性向上 

目標達成の方向性 施策 

市民にとって公共交通が身近な移動の選択肢

として選ばれるように公共交通の利便性向上

を目指す 

③情報提供の充実 

④公共交通を利用しやすい環境の整備促進 

 

目標③ 交通不便地域の市民に対する適切な支援 

目標達成の方向性 施策 

公共交通を徒歩で利用できない地域にお住ま

いの市民に対しても、適切な支援を行うとと

もに、公共交通ネットワークの強化によって生

活利便性の向上を目指す 

⑤交通空白地域の対応検討 

⑥高齢者等の交通弱者に対する移動支援 
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基本方針２ まちづくりと連携した公共交通ネットワークの構築 

目標① 他分野と連携した利便性向上・利用促進策の検討 

目標達成の方向性 施策 

公共交通だけでなく、福祉・教育・医療・商業な

どの他分野と連携して目的地を意識したネッ

トワークを形成し、利便性の高い公共交通ネッ

トワークを構築する 

⑦他分野と連携した協調輸送の検討 

⑧他都市との連携 

 

目標② コンパクトプラスネットワークを実現する交通ネットワークの構築 

目標達成の方向性 施策 

立地適正化計画において目指されている「コ

ンパクトで賑わいのある中心拠点づくり」と

「歩いて暮らせるネットワークづくり」を実現

し、コンパクトプラスネットワークの社会を構築

するための交通ネットワークづくりを進める 

⑨拠点間を結ぶ交通ネットワークの確保 

 

基本方針３ 持続可能な公共交通の実現 

目標① 公共交通を利用する意識の醸成 

目標達成の方向性 施策 

自家用車からの段階的な転換と公共交通等に

よる移動を促進する 
⑩モビリティマネジメントの実施 

 

目標② 事業者・地域と連携した取組・支援策の実施 

目標達成の方向性 施策 

持続可能な公共交通を実現するため、行政・事

業者・地域団体の三位一体での取組を推進す

る 

⑪まちのにぎわい創出による公共交通の利

用促進 

⑫市・住民・公共交通関係者間の継続的な情

報共有及び協議 

 

目標③ 人手不足に対応する交通DXの推進 

目標達成の方向性 施策 

デジタル技術の活用による交通サービスの効

率性・利便性の向上を目指す 
⑬次世代交通サービスの導入検討 

 

目標④地球環境に配慮した交通GXの推進 

目標達成の方向性 施策 

脱炭素化を推進する ⑭地球環境にやさしい公共交通の導入 
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(２) 事業一覧 

本計画に掲げる事業として具体的な取組内容を検討し、以下のとおり整理しました。 

 

施策① 交通事業者に対する継続的な支援の実施 

事業１ 幹線系統を担うバスに対する支援 

事業２ 地域公共交通の人材確保 

 

施策② 公共交通の最適化 

事業３ 既存交通の運行形態変更に関する検討 

 

施策③ 情報提供の充実 

事業４ 公共交通に関する適切な情報提供 

 

施策④ 公共交通を利用しやすい環境の整備促進 

事業５ 公共交通の利用環境の向上 

 

施策⑤ 交通空白地域の対応検討 

事業６ 吉野川市代替バスのサービス継続 

事業７ 新たな移動手段の導入検討 

 

施策⑥ 高齢者等の交通弱者に対する移動支援 

事業８ 高齢者等外出支援タクシー料金助成事業 

事業９ スクールバス事業の継続 

 

施策⑦ 他分野と連携した協調輸送の検討 

事業１０ 地域の交通資源の活用 

 

施策⑧ 他都市との連携 

事業１１ 市外との交通ネットワーク強化 

 

施策⑨ 拠点間を結ぶ交通ネットワークの確保 

事業１２ 居住誘導区域間を結ぶ新たな交通の検討 
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施策⑩ モビリティマネジメントの実施 

事業１３ 出前講座・乗り方教室の実施 

 

施策⑪ まちのにぎわい創出による公共交通の利用促進 

事業１４ イベント開催に合わせた公共交通利用の促進 

 

施策⑫ 市・住民・公共交通関係者間の継続的な情報共有及び協議 

事業１５ 吉野川市地域公共交通活性化協議会における継続的な議論 

 

施策⑬ 次世代交通サービスの導入検討 

事業１６ 公共交通サービスのデジタル化 

 

施策⑭ 地球環境にやさしい公共交通の導入 

事業１７ 次世代自動車の導入検討 

 

 

(３) 事業内容 

 

 

目標① 地域公共交通の運行維持・改善 

施策１ 交通事業者に対する継続的な支援の実施 

 

 

 

 

■目   的：  本市と市外間の移動を支える地域公共交通の１つである民間路線バス（徳

島バス）「鴨島線」の路線維持のための負担金を継続的に確保します。 

■取組内容：・市内を運行する民間路線バスの路線維持のため、徳島県地域間幹線系統確

保維持負担金により継続的な支援を行います。 

■実施主体：徳島県、吉野川市、交通事業者 

   

事業 

1 幹線系統を担うバスに対する支援 

基本方針１ 誰もが自由に移動できる環境の確保 
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■目   的：  少子高齢化が進む中、交通事業者においても人手不足の状況は深刻化して

おり、担い手不足による減便や路線廃止といった事態が発生しています。 

今後も現在の運行を維持していくためには、新たな人材の確保や業務効率

化を進めていく必要があります。 

■取組内容：・運転手募集のポスター作成や広報誌、インターネット、車体広告等での周知

等によって、交通事業者の仕事の魅力発信に取り組みます。 

・徳島県と協調してタクシー運転手の確保の取組を行います。 

・将来的には ICT を活用した予約・配車サービスや自動運転等の先進技術の

活用により、業務負担の軽減・効率化を図り、人手不足に対応します。 

 

図 ICT の活用による運行管理業務の高度化 

出典：国土交通省 

 

■実施主体：吉野川市、交通事業者   

事業 

２ 地域公共交通の人材確保 
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施策２ 公共交通の最適化 

 

 

 

 

■目   的：  本市が運行する「吉野川市代替バス」は、車両の老朽化が顕著な問題となっ

ており、安定したサービスの持続的な提供や運行経費の削減が大きな課題と

なっています。 

また、運行便数も限られていることから、往復利用の利便性が低く、タクシ

ーや送迎との併用が必要となるなどの問題点も指摘されています。 

現在、「吉野川市代替バス」が運行しているエリアにお住まいの方の日常の

移動手段を確保し続けるためには、より効率的で持続可能な運行形態を検討

していく必要があります。 

■取組内容：・車両更新時には、利用者数に見合った車両形態を選択して購入します。 

・乗客のいない状態での運行を減らすため、予約型の運行形態（デマンド型）

の導入を検討します。 

・利用実態に応じた効率的なサービス提供のため、サービス継続基準（利用者

数など）の検討・見直しを行います。 

 
図 吉野川市代替バスの１便あたりの利用者数の推移 

 

 

図 吉野川市代替バス車両 

■実施主体：吉野川市、交通事業者、地域・団体 

0.42 

0.57 

0.68 

0.54 0.52 

0.37 

0.45 

0.54 0.53 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

平成28年

（2016年）

平成29年

（2017年）

平成30年

（2018年）

令和元年

（2019年）

令和２年

（2020年）

令和３年

（2021年）

令和４年

（2022年）

令和５年

（2023年）

令和６年

（2024年）

１便当たりの利用者数（人/便）

（人/便）

事業 

３ 既存交通の運行形態変更に関する検討 
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目標② 地域公共交通の利便性向上 

施策３ 情報提供の充実 

 

 

 

■目   的：  公共交通利用者は、年々減少しており、乗り方や運行情報が分からないた

めに利用できていない層が一定数存在しています。特に、自家用車利用が主

となる本市では、公共交通に関する情報提供を行うことで、鉄道やバスが便

利な乗り物であることを周知していく必要があります。 

デジタル化が進み、インターネットや SNS などデジタルツールを活用した

情報収集が主流となっている中、若者向けに便利なツールを活用した情報提

供を行いつつ、デジタルツールに不慣れな高齢者に向けた紙媒体等での情報

提供も継続して実施する必要があります。 

■取組内容：・市が情報発信を行う、ホームページや広報誌などの媒体において、路線情報

や「とくしまバス Navi いまドコなん」の周知を行います。 

・イベントに合わせた公共交通の運行情報や企画乗車券に関する情報を発信

し、公共交通の利用を促進します。 

 
図 事例：夏休みこども１日フリー乗車券 

出典：徳島バスHP 

・デジタル技術の発展や市民のライフスタイルの変化を踏まえた情報提供の

デジタル化を推進します。 

・デジタルツールに不慣れな高齢者向けの情報発信媒体を活用するとともに、

高齢者向けのスマートフォン教室など、市民のデジタルリテラシー向上に取

り組みます。 

■実施主体：吉野川市、交通事業者 

事業 

４ 公共交通に関する適切な情報提供 
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施策４ 公共交通を利用しやすい環境の整備促進 

 

 

 

 

■目   的：  公共交通の利用促進を図るためには、利用者にとって公共交通が利用しや

すい利用環境の向上が必要です。 

乗り継ぎの改善や待合環境の改善によってより使いやすい公共交通の実

現を目指します。 

■取組内容：・JR 徳島線と吉野川市代替バスの相互の連携強化に向けて、乗継を考慮した

ダイヤ編成を行います。 

・徳島県と協調して、「徳島県利用環境改善モデル事業補助金」等を活用しな

がらトイレの整備等による公共交通利用者の待合環境改善の取組を行いま

す。 

 

図 事例：駅前トレイの整備（阿波川島駅） 

 

 

 

 

 

■実施主体：吉野川市、交通事業者、地域・団体  

事業 

５ 公共交通の利用環境の向上 

他都市事例：バス停サポーター制度（岡山県井原市） 

岡山県井原市では、地域と協働して公共交通を維持していくための取組として、バス停

留所近くの商店や医院、事業所等にベンチを設置する「バス停サポーター制度」を導入し

ています。 

制度への申請者の所有地に井原市公共交通会議が購入したベンチを設置し、美化は申

請者が行い、補修等は井原市公共交通会議が実施することになっています。 
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他都市事例：デマンド型乗合交通の導入（徳島県阿波市） 

徳島県阿波市では、予約に基づき、自宅近くから

希望の降車場まで乗り合いで送迎する「阿波市デマ

ンド型乗合交通 あわめぐり」を運行しています。 

予約は電話やインターネット予約サイトから可能で

本市の吉野川医療センターや主要鉄道駅にも乗り

入れています。 

目標③ 交通不便地域の市民に対する適切な支援 

施策５ 交通空白地域の対応検討 

 

 

 

 

■目   的：  美郷地域において運行する「吉野川市代替バス」を引き続き運行し、山間部

の移動手段確保に努める必要があります。 

■取組内容：・「吉野川市代替バス」の運行を引き続き行います。 

・ただし、利用状況をモニタリングしながら、適宜運行内容の検討・変更を行

います。 

■実施主体：吉野川市、交通事業者 

 

 

 

 

■目   的：  本市の公共交通人口カバー率は、54.0%となっており４割以上の市民が

公共交通の徒歩圏外に暮らしています。現在は自家用車で移動できていても、

高齢化が進む中、将来の移動手段に不安を感じる市民の声が多数あり、対応

策の検討が必要です。 

■取組内容：・交通不便地域の移動手段としてオンデマンド交通の導入を検討します。現時

点の市民意向としては、導入意向は５割強となっていることから、引き続き

市民のニーズを確認しつつ、日々進歩する技術の活用に向けた他地域の事

例等の情報収集・研究を続けていきます。 

・鉄道駅やバス停までの移動手段として、自家用旅客運送制度（公共ライドシ

ェア）や日本版ライドシェアの活用を検討します。 

 

 

 

 

 

■実施主体：吉野川市、交通事業者 

 

事業 

６ 吉野川市代替バスのサービス継続 

事業 

７ 新たな移動手段の導入検討 

出典：阿波市HP

地域公共交通確保維持事業

地域公共交通確保維持事業
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施策６ 高齢者等の交通弱者に対する移動支援 

 

 

 

 

■目   的：  自動車運転免許証を返納した移動手段を有しない高齢者など、交通弱者の

方の移動手段を確保する必要があります。本市では、タクシー以外での移動

が難しい市民に対してタクシー料金の一部を助成する事業を実施しています。 

■取組内容：・本市が実施している「高齢者等外出支援タクシー料金助成事業」を引き続き

実施します。 

・将来的には、タクシーチケットのデジタル化により事務処理にかかる負担軽

減を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■実施主体：吉野川市、交通事業者 

 

 

 

 

 

■目   的：  本市では、美郷地域内及び山川町の一部地域から高越小学校、山川中学校

に通学する児童・生徒を送迎するスクールバスを無料で運行しています。山間

部で暮らす児童・生徒の通学の足を確保し続ける必要があります。 

■取組内容：・本市が実施している「スクールバス事業」を引き続き実施します。 

■実施主体：吉野川市、交通事業者 

 

事業 

８ 高齢者等外出支援タクシー料金助成事業 

事業 

９ スクールバス事業の継続 

吉野川市高齢者等外出支援タクシー料金助成事業 

対象となる方：１．満７５歳以上で在宅の方（ただし、７５歳未満でも障がい等の理由で運

転ができない方は対象となることがあります。） 

２．独居または免許及び自動車を保有する同居の親族等がいるが、仕事等

のため日中は不在である場合（日中独居） 

３．自動車運転免許証を持っていない方（運転免許証の自主返納者を含

む。また原動機付自転車免許の保有は可。） 

４．地縁、血縁者等の他、第三者による常時の移動支援が受けられない方 

基 本 助 成 額：12,000 円 

（１枚５００円の助成券１２枚綴り（１冊につき６，０００円分）を２セット（計１

２，０００円分）交付 
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他都市事例：スクールバスの混乗制度（岩手県花巻市） 

岩手県花巻市では、スクールバスに一般市民が混乗するスクールバス混乗制度を実施

しています。 

登校便は前日予約、下校便には予約不要で無料で利用することができ、同市が運行す

る別の公共交通サービスを利用できない時間帯や曜日の対応を可能にしています。 

 

目標① 他分野と連携した利便性向上・利用促進策の検討 

施策７ 他分野と連携した協調輸送の検討 

 

 

 

 

■目   的：  地域公共交通は、地域住民の日常生活における移動を支える社会基盤であ

るとともに、高齢者や交通弱者の外出機会を確保し、地域経済・社会活動を支

える重要なインフラです。しかし、少子高齢化・モータリゼーション・担い手不

足等の進行によって、従来型のバス・鉄道といった公共交通だけでは、地域全

体の移動ニーズを十分に満たすことが困難な状況にあります。 

こうした背景から、鉄道・バス・タクシーなどの従来の公共交通だけでなく、

地域の多様な輸送資源（自家用有償旅客運送、福祉輸送、スクールバス等）を

最大限活用し、公共交通の維持・充実を図っていく必要があります。 

■取組内容：・公共交通空白地域において、地域に存在する多様な輸送資源（福祉輸送、ス

クールバス等）の、空き時間での移送や乗合化の可能性を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 スクールバスの混乗制度について 

出典：花巻市HP 

■実施主体：吉野川市、交通事業者、地域・団体  

事業 

1０ 地域の交通資源の活用 

基本方針２ まちづくりと連携した公共交通ネットワークの構築 
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施策８ 他都市との連携 

 

 

 

 

■目   的：  市民の生活圏・交通圏は本市内で完結しておらず、通勤や通学で徳島市、阿

波市、石井町などとの往来が発生しています。学生や通勤者の移動手段を確

保し続けるため、市外との交通ネットワークの維持・強化が必要です。 

■取組内容：・最も往来のある徳島市と本市を結ぶ路線である JR 徳島線及び徳島バス鴨

島線の路線を維持します。 

・県計画において主要な交通結節点に位置付けられている JR 鴨島駅の利用

環境向上に努め、利便性向上を図ります。 

 

図 徳島県地域公共交通計画におけるモーダルミックスの方向性（イメージ図） 

出典：徳島県地域公共交通計画 

■実施主体：吉野川市、近隣市町、交通事業者 

事業 

1１ 市外との交通ネットワーク強化 
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目標② コンパクトプラスネットワークを実現する交通ネットワークの構築 

施策９ 拠点間を結ぶ交通ネットワークの確保 

 

 

 

 

 

■目   的：  「吉野川市立地適正化計画」において、居住誘導区域である JR 鴨島駅周辺

と呉郷団地を結ぶ新たな路線の確保が位置付けられています。しかしながら、

現在は２地域を結ぶ公共交通が存在せず、コンパクトプラスネットワークのま

ちづくりを実現するためには新たな路線確保が必要となっています。 

■取組内容：・JR 鴨島駅周辺と呉郷団地を結ぶ新たな公共交通構築に向けて取組の検討

を進めます。 

・JR 西麻植駅と吉野川医療センターを結ぶ新たな公共交通構築に向けて取

組の検討を進めます。 

・新たな公共交通モードとして自動運転車両等最新技術の活用も見据えた検

討を行います。 

 

図 検討予定エリア 

■実施主体：吉野川市、交通事業者   

事業 

1２ 居住誘導区域間を結ぶ新たな交通の検討 

地域公共交通確保維持事業
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他都市事例：パンフレットの発行（沖縄県うるま市） 

沖縄県うるま市では、モビリティマネジメントの取

組の１つとして、パンフレットを作成しています。 

パンフレットの内容は、公共交通と自家用車にか

かる金銭負担の差や割引サービスに関する「お金」

のこと、ダイエット等に関する「健康」のこと、高齢者

の事故リスクなど「事故」のこと、マイカー利用によ

る「渋滞」、「環境問題」のことなど、公共交通の魅力

を発信するものとなっています。 

出典：うるま市 HP 

 

目標① 公共交通を利用する意識の醸成 

施策１０ モビリティマネジメントの実施 

 

 

 

 

■目   的：  地域公共交通を持続的に維持・確保していくためには、路線やサービスを

整備するだけでなく、住民が公共交通を「知り、使いこなせる」環境を整えるこ

とが重要です。高齢者をはじめとする利用者の中には、ダイヤや運賃体系、乗

継方法、支払方法等が分かりにくいことを理由に、公共交通の利用を敬遠し

ているケースも見られるため、利用に対する不安を解消する教育が必要です。 

■取組内容：・児童・生徒や高齢者を対象とした公共交通に関する出前講座・乗り方教室を

実施します。 

・渋滞や環境問題の解決、健康増進のため、人々が過度に自動車に頼る状態

から公共交通や徒歩、自転車などを「かしこく」利用するよう自発的に行動

変容を促す、コミュニケーション中心の継続的な取り組みである「モビリティ

マネジメント」の考え方の普及に努めます。 

・利用促進イベントやノーマイカーデーの実施などにより公共交通利用の機会

づくりに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■実施主体：吉野川市、交通事業者、地域・団体 

事業 

1３ 出前講座・乗り方教室の実施 

基本方針３ 持続可能な公共交通の実現 
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目標② 事業者・地域と連携した取組・支援策の実施 

施策１１ まちのにぎわい創出による公共交通の利用促進 

 

 

 

 

■目   的：  市内で開催される各種イベントは、重要な交流機会である一方、会場周辺

における自家用車の集中による渋滞や駐車場不足、交通安全上の課題が生じ

やすい状況にあります。特に、高齢者や市外来訪者にとっては、会場までの移

動手段が分かりにくいことが来場の妨げとなる場合もあります。 

このような状況を踏まえ、イベント開催時における移動手段として公共交

通の利用を促進し、円滑な来場動線の確保や交通混雑の緩和に寄与すると

ともに、公共交通の利便性や有用性を実感してもらう機会を創出します。 

■取組内容：・市の広報媒体（広報誌、HP 等）やイベント案内において、公共交通を利用し

た分かりすい来場方法を周知します。 

・イベント開催時には交通事業者と運行に関する協議・調整を行い、会場周辺

で円滑な移動が可能になるよう努めます。 

・関係者と連携し、イベント内容や規模に応じた公共交通利用促進策を検討・

実施します。 

■実施主体：吉野川市、交通事業者、関連施設・団体、市民・地域 

 

施策１２ 市・住民・公共交通関係者間の継続的な情報共有及び協議 

 

 

 

 

■目   的：  地域公共交通計画を実効性のあるものとするためには、計画に基づく事業

の実施状況や効果を定期的に確認し、必要に応じて施策の改善や見直しを行

うことが不可欠です。 

このため、地域公共交通活性化協議会を継続的に開催し、関係者間で情報

共有と協議を行うことにより、事業の進捗管理や課題への対応を行い、地域

の実情に即した柔軟な公共交通施策の展開と、計画の継続的な改善を図りま

す。 

■取組内容：・吉野川市地域公共交通活性化協議会において継続して本計画の取組状況の

確認と見直しを行います。 

■実施主体：吉野川市、交通事業者、地域・団体 

事業 

1４ イベント開催に合わせた公共交通利用の促進 

事業 

1５ 吉野川市地域公共交通活性化協議会における継続的な議論 
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目標③ 人手不足に対応する交通DXの推進 

施策１３ 次世代交通サービスの導入検討 

 

 

 

 

■目   的：  地域公共交通を取り巻く環境は、運転者や事務人員の不足、業務の属人化

等により、従来の運営手法のみでは持続的なサービス提供が困難となりつつ

あります。今後も安定的に公共交通を維持していくためには、限られた人材で

効率的に運行・管理できる体制の構築が必要です。 

このため、人手不足への対応や業務の効率化を目的として、デジタル技術

を活用した公共交通分野の DX（交通 DX）を推進します。デジタル化により、

運行管理や利用者対応の省力化を図るとともに、サービスの質の向上や利用

者の利便性向上を両立させ、持続可能な地域公共交通の実現を目指します。 

■取組内容：・運行計画作成、配車管理、運行実績の集計等のうち紙ベースで行われている

作業について、デジタルツールの導入により業務の省力化・効率化を図る。 

・デマンド型交通や乗合タクシーの導入を検討する際には、予約受付・配車・

運行管理を一体的に行うシステムや AI による配車システムの導入を検討し

ます。 

・日々進歩する自動運転技術について、継続して先進事例等を調査し、将来

の導入に備えるとともに、新たな公共交通サービス構築時には活用を検討

します。 

 

図 交通 DX・GX を活用した旅客自動車運送事業の将来イメージ 

出典：国土交通省「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き」 

■実施主体：吉野川市、交通事業者   

事業 

16 公共交通サービスのデジタル化 
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目標④ 地球環境に配慮した交通GXの推進 

施策１４ 地球環境にやさしい公共交通の導入 

 

 

 

 

■目   的：  地球温暖化対策や脱炭素社会の実現に向けて、運輸部門における温室効果

ガス排出量の削減が求められています。地域公共交通においても、環境負荷

の低減を図りながら、持続可能な交通サービスを確保していくことが重要で

す。 

このため、次世代自動車の活用により、環境負荷の低減に加え、将来にわ

たって持続可能な地域公共交通の構築を目指します。 

■取組内容：・車両購入時に電気自動車、ハイブリッド車等の次世代自動車の導入可能性を

検討します。 

・車両規模や走行距離、運行形態に応じた適切な車種選定を行います。 

・環境施策や他分野の取組と連動させ、地域全体で環境負荷低減に資する交

通体系の構築を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 交通 GX に関する取組 

出典：国土交通省「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き」 

■実施主体：吉野川市、交通事業者   

事業 

1７ 次世代自動車の導入検討 
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(４) 実施スケジュール 

 

事 業 市 事業者
地域・

団体
R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

目標① 

幹線系統を担うバスに対する支援 ● ●          

地域公共交通の人材確保 ● ●  
 

       

既存交通の運行形態変更に関す

る検討 
● ● ● 

 
       

目標② 

公共交通に関する適切な情報提

供 
● ●  

 
       

公共交通の利用環境の向上 ● ● ● 
 

       

目標③ 

吉野川市代替バスのサービス継

続 
● ●  

 
       

新たな移動手段の導入検討 ● ●  
 

       

高齢者等外出支援タクシー料金

助成事業 
● ●  

 
       

スクールバス事業の継続 ● ●  
 

       

目標① 

地域の交通資源の活用 ● ● ● 
 

       

市外との交通ネットワーク強化 ● ●   
       

目標② 
居住誘導区域間を結ぶ新たな交

通の検討 
● ●  

 
       

目標① 出前講座・乗り方教室の実施 ● ● ● 
 

       

目標② 

イベント開催に合わせた公共交

通利用の促進 
● ● ● 

 
 

 
     

吉野川市地域公共交通活性化協

議会における継続的な議論 
● ● ● 

 
       

目標③ 公共交通サービスのデジタル化 ● ●  
 

       

目標④ 次世代自動車の導入検討 ● ●   
       

 

実施

実施

検討・随時計画・実施

計画・随時実施

計画・随時実施

実施・随時サービス改善検討

検討・随時計画・実施

実施

実施

検討・随時計画・実施

検討・随時計画・実施

検討・随時計画・実施

計画・随時実施

計画・随時実施

実施

検討・随時計画・実施

検討・随時計画・実施
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７． 計画の推進体制と進捗管理 

(１) 計画の推進に向けた体制 

吉野川市地域公共交通計画は、本市がめざす公共交通まちづくりの実現に向けて策定し

たものであり、今後はこの計画に即して各施策・事業の実施に向けた検討を進めていきます。 

公共交通の施策・事業は、市民・地域や交通事業者、国や徳島県ならびに周辺市町と連携し

て取り組むことで効果を発揮するものであり、このため、市民・交通事業者・本市を中心に構

成される「吉野川市地域公共交通活性化協議会」において進捗管理を行いながら計画を推進

します。 

 

(２) 計画の進捗管理 

本計画においては、計画策定（Plan）、施策・事業の実施（Do）、モニタリング・評価

（Check）、見直し・改善（Action）を繰り返すPDCAサイクルに基づき進捗を管理します。 

また、国の制度の変更や社会情勢の変化、市民ニーズを勘案しつつ、計画の内容は必要に

応じて見直しを行っていくこととします。 

 

 

評 価 指 標
のモニタリ
ング・評価

施策・事業
の実施

施策・事業
のモニタリ
ング・評価

計 画 の 見
直し検討・
改訂

計画の評価

・・・・・

評価指標

令和9年度

次年度準備

Ｃ Ａ・Ｐ

Ｃ

必要に応じて計画変更

次期計画の検討

令和10年度

実施 Ｄ

次年度準備

Ｃ Ａ・Ｐ

Ｃ

実施 Ｄ

令和14年度

次年度準備

Ｃ Ａ・Ｐ

Ｃ

令和15年度

実施 Ｄ

次年度準備

Ｃ Ａ・Ｐ

Ｃ

実施 Ｄ

令和8年度

実施 Ｄ

令和16年度
（次期計画）

Ｃ

次期計画Ａ・Ｐ Ａ・Ｐ

ＰＤＣＡサイクル（計画期間）

Ｐ 計画策定（Plan） Ｄ 施策・事業の実施（Do） Ｃ モニタリング・評価（Check） Ａ 見直し・改善（Action）


